
 

「（仮称）千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」

（案） 

 

 令和三年六月二十八日、本県八街市において、自家用トラックの飲酒運転により、児童

二人のかけがえのない尊い命が奪われ、三人が重篤となる痛ましく筆舌に尽くしがたい交

通事故が発生した。 

 県民は、この悲惨な事故に大きな衝撃を受け、飲酒運転は絶対に許されるべきではない

と改めて痛感したところである。 

 飲酒運転に関しては、これまで、度重なる法改正によって厳罰化がなされてきたほか、

県においても、飲酒運転の根絶を図るべく様々な対策を講じてきたところであるが、今回

の事故の発生により、いまだにその対策が十分でないことが明らかとなった。 

 飲酒運転で検挙される者が跡を絶たない現状において、飲酒運転の根絶に向けた対策を

一層強化する必要があることは言うまでもないが、そのためには、運転者一人一人のみな

らずその雇用主等まで含めた徹底した法令遵守をはじめ、県民の飲酒運転の根絶に対する

意識を向上させるための啓発や県民総ぐるみで対策を講じるための体制の充実等を図るこ

とが急務である。 

 私たちは、これ以上、極めて悪質かつ危険な犯罪である飲酒運転が、県民の安全で安心

な日々の生活を脅かす状況を見過ごすわけにはいかない。 

 よって、私たちは、関係する機関及び団体はもとより、家庭、学校、職場、地域等が一

丸となって飲酒運転の根絶に取り組むことを決意し、ここに（仮称）千葉県飲酒運転の根

絶を実現するための条例を制定する。 

 

 （目的） 

第一条 この条例は、飲酒運転の根絶に関し、県の責務及び県民、事業者等の役割を明ら

かにするとともに、施策の基本的な事項を定めることにより、飲酒運転の根絶に関する

施策を総合的に推進し、もって飲酒運転のない、県民の誰もが安心して暮らすことがで

きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 



 （定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

 一 自動車等 道路交通法（昭和三十五年法律第百五号）第二条第一項第九号に規定す

る自動車、同項第十号に規定する原動機付自転車及び同項第十一号の二に規定する自

転車をいう。 

 二 飲酒運転 酒気を帯びて自動車等を運転する行為をいう。 

 三 飲食店営業者 営業の形態にかかわらず、店舗その他の設備（以下「飲食店」とい

う。）を設けて客に飲食をさせる営業（酒類を提供するものに限る。）を行う者をいう。 

 四 酒類販売業者 酒税法（昭和二十八年法律第六号）第九条第一項に規定する販売業

免許を受けて酒類を販売する者（同項に規定する販売場において対面により販売する

ものに限る。）をいう。 

 五 タクシー事業者 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）第九条の三第一項

に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者をいう。 

 六 運転代行業者 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成十三年法律第

五十七号）第二条第二項に規定する自動車運転代行業者をいう。 

 七 駐車場所有者等 駐車場法（昭和三十二年法律第百六号）第二条第二号に規定する

路外駐車場（以下「駐車場」という。）を所有し、又は管理する者をいう。 

 

 （公職にある者の率先垂範） 

第三条 知事、県議会議員その他の県の特別職である者及び県職員（県の執行機関及び議

会の事務を補助する職員であって、地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六十一号）

第三条第二項に規定する一般職であるものをいう。）は、自らの行動を厳しく律するとと

もに、県民に範を示すべき立場であることを深く自覚し、飲酒運転をしない、させない、

許さないという強固な決意をもって、飲酒運転の根絶に率先して取り組むものとする。 

２ 公職にある者（公職選挙法（昭和二十五年法律第百号）第三条に規定する職にある者

並びに国及び地方公共団体の職員をいう。）及びこれに準ずる者（前項の者を除く。）は、

同項の趣旨を踏まえ、飲酒運転の根絶に率先して取り組むよう努めるものとする。 

 

 （県の責務） 



第四条 県は、国、市町村、県民、事業者その他飲酒運転の根絶に関する活動を行う団体

（以下「関係団体」という。）と相互に連携協力して、飲酒運転の根絶を図るための総合

的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 県は、市町村、県民、事業者及び関係団体が実施する飲酒運転の根絶を図るための取

組を促進するため、助言その他の必要な支援を行うものとする。 

 

 （県民の役割） 

第五条 県民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを自覚した上で、

次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。 

 一 飲酒運転をしないこと。 

 二 自動車等を運転する必要がある場合又はその必要が生じると見込まれる場合であっ

て、飲酒することにより酒気を帯びて自動車等を運転することとなるおそれがあると

きは、飲酒しないこと。 

２ 県民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす蓋然性が高く、かつ、重大な違法行

為であること及び飲酒が身体に及ぼす影響について理解を深めるとともに、家庭、職場、

地域等において、飲酒運転の根絶を図るための取組を自主的かつ積極的に行うよう努め

るものとする。 

３ 県民は、国、県及び市町村が実施する飲酒運転の根絶を図るための施策に協力するよ

う努めるものとする。 

 

 （事業者の役割） 

第六条 事業者は、その事業の用に供する自動車等の運行に当たっては、当該自動車等の

運転をする者が酒気を帯びていないことを確認する等、飲酒運転を防止するために必要

な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、事業者は、貨物自動車運送

事業輸送安全規則（平成二年運輸省令第二十二号）第七条第四項に規定するアルコール

検知器その他の飲酒運転の防止に資する機器を積極的に活用すること等により、飲酒運

転の防止が確実に図られるよう配慮するものとする。 

２ 事業者は、その従業員に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導その他必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。 

３ 事業者は、国、県及び市町村が実施する飲酒運転の根絶を図るための施策に協力する



よう努めるものとする。 

 

 （飲食店営業者の役割） 

第七条 飲食店営業者は、その営む飲食店ごとに、その利用をする者（以下この条及び第

十二条第二項において「利用客」という。）が見やすい場所に、県、関係団体その他関係

者が提供する立看板、貼り札、ポスターその他の飲酒運転の根絶に関する意識の啓発を

図るための広告物（以下「啓発文書」という。）及び飲酒運転をするおそれのある利用客

に対しては酒類を提供しない旨の表示を掲示するよう努めるものとする。 

２ 飲食店営業者は、利用客の飲酒運転を防止するために必要な次の各号に掲げる措置を

講ずるよう努めるものとする。 

 一 酒類の提供を求める利用客に対し、当該飲食店までの交通手段を確認すること。 

 二 前号の規定により確認した交通手段が自動車等の場合にあっては、当該利用客が講

ずる飲酒運転を防止するための措置を確認すること。 

 三 前号の規定による確認ができない場合及び当該確認をした措置では利用客の飲酒運

転を防止することができないおそれがあると認める場合にあっては、当該利用客に対

して酒類の提供をしないこと。 

 四 当該飲食店に利用客の用に供する駐車場が設置されている場合は、当該駐車場の見

やすい場所に、啓発文書を掲示すること。 

 

 （酒類販売業者の役割） 

第八条 酒類販売業者は、その営む店舗ごとに、その利用をする者（以下この条及び第十

二条第二項において「来店者」という。）が見やすい場所に、啓発文書を掲示するよう努

めるものとする。 

２ 酒類販売業者及びその従業員は、来店者が飲酒運転をするおそれがあると認めるに足

りる相当の理由があるときは、これを制止するよう努めるものとする。 

 

 （タクシー事業者及び運転代行業者の役割） 

第九条 タクシー事業者及び運転代行業者は、県民に対し、その事業を利用すること等に

より飲酒運転の防止を図るべき旨の広報を行うよう努めるものとする。 

２ タクシー事業者及び運転代行業者並びにそれらの従業員は、その事業を利用した者が



飲酒運転をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるときは、これを制止す

ることその他の当該事業を利用した者の飲酒運転を防止するために必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。 

 

 （駐車場所有者等の役割） 

第十条 駐車場所有者等は、その所有し、又は管理する駐車場ごとに、その利用をする者

が見やすい場所に、啓発文書を掲示するよう努めるものとする。 

 

 （イベント等主催者の役割） 

第十一条 イベント等（多数の者が集合する催しをいう。以下同じ。）を主催するものは、

そのイベント等に参加する者による飲酒が想定される場合には、当該イベント等に参加

する者に対し、飲酒運転の根絶に関する意識の啓発その他の飲酒運転を防止するために

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

 （通報） 

第十二条 県民は、飲酒運転をしている者又はその疑いのある者を発見したときは、速や

かにその旨を警察官に通報するよう努めなければならない。 

２ 飲食店営業者及び酒類販売業者並びにそれらの従業員は、利用客又は来店者が飲酒運

転をしていることを確認したとき又は飲酒運転をするおそれがあると認めるに足りる

相当の理由があるときは、速やかにその旨を警察官に通報するよう努めなければならな

い。 

３ タクシー事業者及び運転代行業者並びにそれらの従業員は、その事業を利用した者が

飲酒運転をしていることを確認したとき又は飲酒運転をするおそれがあると認めるに

足りる相当の理由があるときは、速やかにその旨を警察官に通報するよう努めなければ

ならない。 

 

 （教育及び知識の普及） 

第十三条 県は、飲酒運転の根絶に関する県民の理解を深めるため、飲酒運転の根絶に関

する教育の充実、知識の普及のための広報及び啓発その他の必要な措置を講ずるものと

する。 



 

 （再発防止のための措置） 

第十四条 県は、飲酒運転をした者に対し、飲酒運転の再発を防止するための教育その他

必要な措置を講ずるものとする。 

 

 （情報の提供等） 

第十五条 県は、県民、事業者等が行う飲酒運転の根絶に関する取組に資するため、飲酒

運転による交通事故の発生状況等に関する情報の収集、整理及び分析を行い、県民、事

業者等に対し、その結果を提供するものとする。 

 

 （千葉県飲酒運転根絶連絡協議会） 

第十六条 県は、県の執行機関、関係団体その他の関係者により構成される千葉県飲酒運

転根絶連絡協議会（以下「連絡協議会」という。）を置く。 

２ 連絡協議会は、飲酒運転の根絶に関する施策の実施に関し必要な協議及び調整を行う

ものとする。 

３ 前二項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が

定める。 

 

 （表彰） 

第十七条 知事は、飲酒運転の根絶に関し顕著な功績があったと認められるものについて、

表彰することができる。 

 

 （財政上の措置） 

第十八条 県は、飲酒運転の根絶に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講

ずるものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和四年一月一日から施行する。 

 



 （検討） 

２ 県は、この条例の施行後においても、飲酒運転を取り巻く状況等を勘案し、この条例

の施行の状況について随時検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づい

て、実効性を確保するための規定の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。 

 

 （千葉県交通安全条例の一部改正） 

３ 千葉県交通安全条例（平成十三年千葉県条例第五十三号）の一部を次のように改正す

る。 

  第十六条を次のように改める。 

  （飲酒運転の根絶） 

 第十六条 県は、国、市町村、県民、事業者その他飲酒運転の根絶に関する活動を行う

団体と相互に連携協力して、飲酒運転の根絶を図るための総合的な施策を策定し、及

び実施するものとする。 


